
 

○小千谷市開発行為指導要綱 

平成２年６月１日 

告示第３０号 

改正 平成５年３月３１日告示第２７号 

平成１２年９月１日告示第７５号 

平成１７年３月２９日告示第３１号 

平成１９年３月２８日告示第３４号 

平成３１年３月１９日告示第１５号 

（目的） 

第１条 この要綱は、小千谷市内において行われる開発行為に対し、適切な助言及び指導

を行うことにより、良好な都市環境及び居住環境を確保し、もって雪に強く快適で住み

よいまちづくりの推進に資することを目的とする。 

（適用） 

第２条 この要綱は、小千谷都市計画区域として指定された区域内において行われる都市

計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）による開発許可を要する開

発行為で、開発区域の面積が１，０００平方メートル以上の事業（以下「開発事業」と

いう。）に適用する。ただし、次に掲げる開発事業については、適用しない。 

(1) 自己の居住用のための開発事業 

(2) 国又は地方公共団体が行う開発事業 

(3) 市長がやむを得ない事由があると認める開発事業 

（事前協議） 

第３条 前条の開発事業を行う者（以下「事業者」という。）は、関係法令に基づく手続

を行う前に、開発事業計画事前協議書（様式第１号）を市長に提出し、開発事業計画に

ついて協議しなければならない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、開発事業を施行するときは、法第３３条の規定により定められた許可

基準に基づく技術基準その他法令に定められた事項を遵守するとともに、小千谷市総合

計画、小千谷市の都市計画及びこの要綱に適合するように計画しなければならない。 

２ 事業者は、開発事業施行前に地域住民及び利害関係者に対し開発事業計画及び工事の

施工方法等を十分周知し、紛争の防止と合意を得ることに努めなければならない。 



 

３ 事業者は、前項の合意について市長が必要と認めた場合は、同意書又は承認書の写し

を市長に提出しなければならない。 

（道路） 

第５条 事業者は、取付道路（既存道路と開発区域を結ぶ道路をいう。）及び開発区域内

道路について、将来的に市道認定申請を想定する場合は、道路構造等について道路管理

者と協議しなければならない。 

２ 開発区域面積が３，０００平方メートル以上の住宅用地造成を行う場合は、取付道路

及び区域内道路の幅員を６メートル以上とし、かつ、消雪パイプを敷設した舗装道路と

しなければならない。ただし、道路幅員については、小区間で通行上支障がないと認め

られる場合は、この限りでない。 

３ 事業者は、消雪パイプを敷設する場合は、消雪用井戸（電気設備等を含む。）を設置

しなければならない。 

４ 消雪パイプ及び井戸の維持管理は、当該開発区域に居住する住民の自治組織ができる

までの間は事業者が行い、その後は当該自治組織が行うよう事業者において指導するも

のとする。 

（公園等） 

第６条 事業者は、開発区域の面積が３，０００平方メートル以上の場合においては、開

発区域内に開発区域面積の３パーセント以上の公園、緑地又は広場（以下「公園等」と

いう。）の用地を確保し、整備しなければならない。ただし、開発区域の周辺に相当規

模の公園等がある場合等、特に公園等の設置の必要がない場合はこの限りでない。 

（排水施設） 

第７条 事業者は、開発区域を含む雨水集水区域全体の流量を勘案し、河川又は水路の管

理者と協議のうえ排水施設を整備しなければならない。 

２ 事業者は、排水施設を接続することとなる河川又は水路に利水、漁業等の権利を有す

る者がある場合は、それぞれの権利者又は関係者と協議し、その同意を得なければなら

ない。 

３ 事業者は、開発区域内の地形その他の状況により雨水が下流に被害を与えるおそれの

ある場合は、調整施設を設け、流出緩和の措置を講じるとともに、適切な管理を行わな

ければならない。 

（消防水利施設） 



 

第８条 事業者は、開発区域面積が３，０００平方メートル以上の宅地造成を行う場合は、

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２０条に基づく消防水利の基準に定める施設を

事業者の負担において設置しなければならない。 

（ガス・水道） 

第９条 事業者は、市が経営する上水道、簡易水道及びガスの供給を受けようとする場合

は、あらかじめ市に申し込みその 承認を受けなければならない。 

２ 前項の申込みにより供給を行うこととなった場合の工事は、関係条例の規定に基づき、

事業者の負担において市が施工するものとする。 

（公益施設用地） 

第１０条 事業者は、住宅用地造成の場合は、開発区域面積に応じて次に掲げる公益施設

用地を確保し、市に無償提供しなければならない。 

(1) 集会施設用地として、３万平方メートル以上５万平方メートル未満の開発にあって

は、２５０平方メートル以上の用地。ただし、５万平方メートル以上の開発事業にあ

っては、市長と協議した面積とする。 

(2) ごみ収集用地として、おおむね１万平方メートルに１箇所の割合で開発区域内道路

に面した５平方メートル以上の用地 

（防犯灯） 

第１１条 事業者は、防犯灯の設置について町内会長と協議するものとする。 

（工事の完了検査） 

第１２条 事業者は、公共施設又は公益施設等（以下「公共施設等」という。）の工事が

完了したときは、公共施設等工事完了届書（様式第２号）を市長に提出し、施工した公

共施設等の検査を受けなければならない。ただし、開発区域面積が３，０００平方メー

トル以上の場合においては、法第３６条第１項の規定による届出をもって検査を受けな

ければならない。 

（公共施設等の移管） 

第１３条 事業者は、関係法令及びこの要綱により市に帰属又は無償提供することとなる

公共施設等について、工事完了検査後速やかに移管の手続を行い、公共施設等引継書（様

式第３号）に次の各号に掲げる書類及び図面等を添えて市長に提出しなければならない。

なお、道路については、市道認定後、速やかに移管の手続きを行なうこと。 

(1) 公共施設等の完成図（公共施設等の管理に必要な一切の詳細図） 



 

(2) 帰属（移管）する土地の登記簿謄本 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（開発事業の審査） 

第１４条 この要綱による開発事業の審査は建設課で行い、必要に応じ小千谷市土地利用

調整会議に諮るものとする。 

（損害の補償） 

第１５条 事業者は、開発事業の施行によって生じた損害については、その補償の責を負

わなければならない。 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２年６月１日から施行する。 

附 則（平成５年３月３１日告示第２７号） 

この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年９月１日告示第７５号） 

この要綱は、平成１２年９月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２９日告示第３１号） 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２８日告示第３４号） 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。  

附 則（平成３１年３月１９日告示第１５号） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則（令和３年３月３１日告示第５２号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するも 

のは、当分の間、これを使用することができる。 


